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1 中期経営計画の策定に当たって 

（1）法人を取り巻く現況 

我が国は、少子高齢化の進行、人口減少社会の真っ只中にあり、社会福祉を取り

巻く状況も大きく変化しようとしている。いわゆる「団塊の世代」が 75 歳を迎え

る 2025 年には、後期高齢者人口は 2,000 万人を超える見込みであり、医療・介護

ニーズが爆発的に増大することが予想されるものの、サービスの担い手となる医師

や看護師、介護人材の深刻なマンパワー不足や増え続ける社会保障費の財源確保等

様々な問題を抱えている。こうした状況を踏まえ、国では自助、互助、共助、公助

の連携により、認知症の人や医療ニーズが高い高齢者も含め、誰もが可能な限り住

み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地

域包括ケアシステムの構築を進めており、介護保険施設等には認知症への対応力の

向上や看取り対応の充実、医療との連携推進などの機能強化が求められている。 

また、社会構造が大きく変化する中で、老老介護や孤独死、ひきこもりや 8050

問題、貧困や児童虐待など地域社会が抱える問題はますます多様化・複雑化してお

り、既存の制度や仕組みだけでは解決できない問題が各地で顕在化している。こう

した様々な地域課題に社会福祉法人や NPO 法人などが相互に連携しながら、それぞ

れの有する機能や専門性を効果的に発揮し、その解決に取り組むことなど、社会福

祉法人が地域共生社会の実現に積極的に関わっていくことも期待されている。 

さて、近年、世界規模で異常気象が頻発し、暴風、豪雨、豪雪等による大規模な

自然災害が相次いで発生し、各地に甚大な被害をもたらしている。加えて、今般の

新型コロナウイルス感染症は、各国の社会経済に大きな影響を及ぼしており、我が

国でも医療提供体制の逼迫や雇用・経済の不安定化などその影響は計り知れないも

のとなっている。また、ソーシャルディスタンスの確保や三密の回避、テレワーク

の推進など「新しい生活様式」の実践が、人々の日常生活や働き方にも大きな変化

をもたらしている。こうした大規模自然災害や感染症の脅威とそれらがもたらす環

境変化への対応力を強化し、国民生活に必要不可欠な福祉サービスを継続して提供

できる体制を確保していくことは、極めて重要な経営ファクターとなっている。 

このように法人を取り巻く状況は、日々めまぐるしく変化するとともに、他県に

先がけて人口減少・少子高齢化が進んできた県内の雇用環境は極めて深刻な状況と

なっている。こうした中にあっても、事業団が地域における福祉の担い手としての

責務を果たし、質の高いサービスを提供し続けていくためには、総合的な人材確保

対策や ICT を活用した生産性の向上等現場革新を推進し、職員一人ひとりがやりが

いを持って働ける職場環境を構築していくことが最優先課題と捉え、本計画の策定

に取り組むこととする。                                                                              
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（2）法人の経営理念 

当事業団では、法人の目指すべき姿を「私たちは、福祉の実践集団として高潔な

自覚を持ち、利用者はもとより広く地域の人々に信頼され愛される施設」と定め、

これを運営の基本理念としている。また、その実現に向け、法人が取るべき行動指

針として、「人権の尊重」「サービスの質の向上」「地域との共生」「法令遵守と説明

責任の徹底」「経営の持続的発展と人材の育成」の 5 つを基本方針に掲げ、事業運

営に取り組んでいる。 

 

【運営の基本理念】 

私たちは、福祉の実践集団として高潔な自覚を持ち、利用者はもとより広

く地域の人々に信頼され愛される施設を目指します。 

 

【運営の基本方針】 

一  人権の尊重 

私たちは、利用者の選択と自己決定を尊重し、その権利を擁護するとともに、個

人の尊厳に配慮したサービスの提供に努めます。 

 

一  サービスの質の向上 

私たちは、常により良いサービスとは何かを追求し、サービスの質を高める取り

組みを進めます。 

 

一  地域との共生 

私たちは、先駆開拓の精神に基づき、地域の福祉ニーズに積極的に対応していき

ます。 

 

一  法令遵守と説明責任の徹底 

私たちは、関係法令や社会的ルールを遵守するとともに、積極的な情報開示と情

報提供に努め、説明責任を果たします。 

 

一  経営の持続的発展と人材の育成 

私たちは、極めて公共性・公益性の高い法人として、経営の持続的発展を図るた

め、安定的な財務基盤の確立とサービスを支える人材の育成に努めます。 
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（3）計画の方向性 

この計画では、「われわれ事業団にとって、職員は最大の財産であり、職員一人

ひとりが輝いてこそ、福祉サービスの質の向上にもつながっていく。」という考え

方に立ち、法人が当面目指していく姿を次のように描き、その実現に向けて重点的

に取り組んでいくこととする。 

なお、計画期間については、より中長期的な視点で経営を捉え、この将来像の実

現に向け取り組んでいけるよう、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間とする。

ただし、計画期間内に制度改正や報酬改定等もあるため、中間年度の 3 年目に見直

しを行っていくものとする。 

 

 【当面の目指す姿】 

職員を元気に！利用者を笑顔に！みんなが幸せになれる事業団 

   

これは、次のような姿を目指すものである。 

 

職員が、お互いに認め合い、高め合い、時に助け合い、共に成長できる職場をみん

なで作っていくことにより、一人ひとりの職員が仕事に意欲を持ち、やりがいを感じ

ながらいきいきと働くことができる。それによって職員が安心して長く働き続けるこ

とができるようになり、さらに事業団で働きたいと思う人材が集まることで、職場に

は常に活気が満ち溢れている。 

また、職員一人ひとりにとって働きやすい職場となることで、サービスの質も高ま

り、利用者と家族の笑顔も増えてくるようになる。利用者や家族からは「ここを利用

してよかった」、職員からは「事業団で働いてよかった」そんな言葉があふれ、利用

者も職員も幸せを感じられる。そんな姿の事業団を描くものである。 

 

 

（4）計画の体系 

   「職員を元気に！利用者を笑顔に！みんなが幸せになれる事業団」という当面の

目指す姿を実現するために、法人の経営理念と法人を取り巻く現況を踏まえ、次の

3 つの柱立てに 10 の基本目標を定め、この計画を進めていく。 

 

◆ 職員が働きやすくやりがいを感じられる職場づくり 

◆ 利用者の生活を支えるサービスの質の向上 

◆ 安定的で持続的な経営基盤の確立 
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【当面の目指す姿を実現するための 3 つの柱立てと 10 の基本目標】 

当面の

目指す

姿 

計画の柱 基本目標 

職
員
を
元
気
に
！
利
用
者
を
笑
顔
に
！
み
ん
な
が
幸
せ
に
な
れ
る
事
業
団 

職員が働きやすくやりがい

を感じられる職場づくり 

① 福祉・介護業界のイメージアップを図り、多様な

働き方を推進する。 

② OJT 制度を中核に職員一人ひとりを育成し、チー

ムケアを推進する。 

③ 職場風土を改善し、職員の定着率とモチベーショ

ンを高める。 

④ 業務の生産性を高め、ワークライフバランスを推

進する。 

利用者の生活を支えるサー

ビスの質の向上 

⑤ 先進的で魅力あるサービスを提供し、サービスの

質を高める。 

⑥ 安全安心で快適な暮らしを保障し、利用者の満足

度を高める。 

⑦ 施設機能を積極的に開放し、地域とのつながりを

強化する。 

安定的で持続的な経営基盤

の確立 

⑧ 収入の安定確保と経費増大の抑制で、安定性の高

い財務体質を維持する。 

⑨ 中長期的な視点をもって、持続性の高い経営を行

う。 

⑩ 組織内の連携を強化し、強固な組織体制と経営基

盤を確立する。 

  

   また、この計画は、本部計画と施設計画とで構成し、それぞれの内容は次のとお

りとする。 

 

ア 本部計画 

（ア） 本部の実施施策と取組の方向性 

（イ） 基本目標の達成指標 

（ウ） 施設整備計画 

（エ） 職員採用計画 

（オ） 財務計画 

 

イ 施設計画 
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（ア） 施設を取り巻く現状と課題 

（イ） 施設の実施施策と取組の方向性 

（ウ） 目標利用率 

（エ） 固定資産購入計画 

（オ） 修繕計画（大規模修繕を除く。） 

（カ） 大規模修繕計画 

 

（5）計画の位置づけ 

この計画は、法人の経営計画の最上位に位置づくものであり、向こう 5 年間の法

人経営のバイブルと言えるものである。 

そして、この計画に基づき、単年度の具体的行動計画（アクションプラン）とし

て重点活動方針と各施設の事業計画を作成し、更にアクションプランを実践する組

織（グループや係等）や職員の取組を、人事考課制度の目標管理に結び付けていく

ことになる。（図 1 を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 中期経営計画の位置づけ 

 

（6）計画の推進 

ア 計画の策定方法 

中期経営計画は、最終的に目標管理制度に連鎖するものであるため、計画を実践

していくことになる職員が、計画策定の目的や計画の内容を十分に理解することが

経営理念 

経営計画 

向こう5年間の法人経営

のバイブル 

運営の基本理念 

運営の基本方針 

中期経営計画 

重点活動方針 

事業計画 

予算編成・執行方針 

予算 

目標管理 人事考課 

当該年度における法人の

具体的行動計画（アクシ

ョンプラン） 

当該年度におけ

る施設の具体的

行動計画（アク

ションプラン） 

行動計画を実践する

組織や職員の取組 

将
来
像
に
向
け
た
取
組
の
具
体
化 

法人の目指すべき姿 

法人の行動指針 
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重要となる。このため、策定段階から職員参加型で作り上げていくことが必要であ

り、現状分析や実施施策の立案に当たっては、多くの職員の意見や提言を積極的に

取り上げていくことが大切となる。 

 

イ 進捗の管理 

この計画に掲げた目標を達成し、又は課題を解決し、着実に成果を挙げていくた

めには、その進捗状況を管理しながら計画の実効性を高めていくことが重要となる。

このため、次の方法により、進捗状況を管理していく。 

 

（ア）行動計画の策定 

事務局においては、「本部の実施施策と取組の方向性」に基づき重点活動方針

で、各施設においては、「施設の実施施策と取組の方向性」に基づき事業計画で、

それぞれ各年度の具体的行動計画（アクションプラン）を策定する。 

 

（イ）行動計画の実行 

行動計画の実行に当たっては、まず、「どんな課題に、何のために、どのよう

に」取り組むのか、繰り返し職員に説明し、組織目標を浸透させることが重要と

なる。その上で、目標管理制度と有機的に結びつけ、組織（グループや係等）や

担当職員が、主体的に取り組めるよう適切な役割分担を行う。 

 

（ウ）進捗管理 

中心的な役割を担う職員に計画の実施状況をマネジメントさせ、管理・監督者

は、適宜、報告・連絡・相談を受け、適切なフォローを行う。また、人事考課制

度の中間面接を活用するなどし、必ず計画の進捗状況を確認する。なお、状況変

化が生じた場合や効果が得られない場合は、行動計画の修正を行うことも必要で

ある。 

 

（エ）評価 

目標の達成状況や課題解決の状況を次年度の事業計画策定前に評価し、その結

果を次年度計画へ反映させる。 

なお、最終的な評価は、人事考課制度における施設長の期末評価において実施

し、その結果を各年度の事業報告において総括する。 
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本部計画 

 

1 本部の実施施策と取組の方向性 

この実施施策と取組の方向性は、前期計画の取組状況を評価し、本計画へ継承し充

実・強化すべき課題と法人を取り巻く外部環境及び内部環境を現状分析し、洗い出し

た課題とを SWOT 分析の手法で整理し、立案したものである。（巻末付録参照） 

 

（1）職員が働きやすくやりがいを感じられる職場づくり 

ア 福祉・介護業界のイメージアップを図り、多様な働き方を推進する。 

実 施 施 策 採用活動の強化で優秀な人材を確保 

現状と課題 

少子高齢化の進行などで労働力人口が減少する中、今後も福祉業

界における人材確保は一層厳しさを増すことが見込まれる。当事業

団においても、正規職員の受験者が年々漸減しており、特に西部地

区での採用が困難な状況となっている。 

一方、コロナ禍で新卒採用を控える企業が出たり、都会地を中心

に失業者が増加傾向にあったりなど、他産業への就職を志望してい

た若者や感染リスクの高い都会からUIターンを希望する者などを福

祉業界に取り込むチャンスと捉えることもできる。 

しかしながら、コロナ禍では、就職説明会など対面での採用活動

や体験型のインターンシップ、施設見学などがことごとく制限され

るため、求職者に対し福祉・介護の魅力や事業団での働きがいなど

をいかに伝え、採用に結び付けていくかが課題となる。 

取組の方向性 

① 効果的な試験の実施時期や試験内容等について検討・実施する。 

② With コロナ・アフターコロナに対応した効果的な採用活動を検

討・実施する。 

③ 西部地区での人材確保策を検討・実施する。 

 

実 施 施 策 広報活動の強化でポジティブイメージを形成 

現状と課題 

福祉・介護業界に対するネガティブなイメージが定着しており、

介護の専門学校や福祉系大学で定員割れが起きるなど、若年層の福

祉・介護離れが深刻化している。こうした状況を踏まえ、国や地方

自治体、業界団体でも福祉・介護のイメージアップを図る取組が進

められている。 
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当事業団でも、ホームページや SNS 等を活用し、積極的な広報活

動に努めているものの、事業団の魅力を戦略的かつ効果的に発信で

きていない面がある。 

取組の方向性 

① 事業団の企業価値向上に向けた広報戦略を立案し、積極的な広報

を実施する。 

② 各施設の広報人材を複数養成し、広報コンセプトの統一化やコン

テンツの魅力化等に取り組み、法人全体の情報発信力を強化す

る。 

 

実 施 施 策 業務の切り分けで多様な人材を活用 

現状と課題 

介護人材の確保が困難な状況の中、多くの施設でシルバー人材や

外国人材を積極的に活用する動きが見られる。こうした状況の中、

介護未経験のシルバー人材や障がい者（以下「シルバー人材等」と

いう。）の活用に当たっては、職場内での合意形成を行った上で、介

護職員とシルバー人材等との業務分担を明確にすることが、成否を

分けるカギと言われている。また、外国人材の活用については、単

なる人手不足を補う手段として安易に導入しても成功しないとも言

われている。当事業団でも、西部地区を中心にフルタイムの準職員

採用が困難となっており、多様な人材の活用が急がれるものの、活

用に向けた環境を整備した上で進めていく必要がある。 

さらに、雇用と年金を円滑に接続し、経験豊富な人材を有効活用

するために導入した再雇用制度については、令和 3 年度の定年退職

者から再雇用の期間が 65歳までとなる。このため、将来的には、ほ

とんどの職員が 65歳まで働くことを踏まえ、職員全体のモチベーシ

ョンの維持向上と意欲・能力のある人材の有効活用を図る観点から、

再雇用制度の見直しについて検討を進める必要がある。 

取組の方向性 

① 介護・支援業務の洗い出し、切り分け、役割分担を明確にし、シ

ルバー人材等多様な人材を活用する。 

② 外国人材の活用について検討する。 

③ 正規職員の定年年齢の引上げと人事給与処遇のあり方について

検討し、再雇用制度の見直しを行う。 

 

 イ OJT 制度を中核に職員一人ひとりを育成し、チームケアを推進する。 

実 施 施 策 OJT 制度の定着で個々の職員をレベルアップ 

現状と課題 
平成 30 年度から試行実施してきた職場内 OJT 制度では、バイジ

ー・バイザー間での目標の共有やコミュニケーションの機会の増加
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により、バイジー・バイザー共に成長できただけでなく、離職の防

止やケアの質の向上にも繋がるなどの成果が出ている。 

一方、職員の成長を支援するには、OJT だけでなく職務遂行に必要

な知識能力・技術等を体系的に学んだり、専門性を高めたりする

OFF-JT も効果的に組み合わせることが必要である。 

取組の方向性 

① 全施設に職場内OJT制度を導入し、職場内OJT制度を定着させる。 

② 職場内 OJT を中心に、OFF-JT で効果的に補完し、個々の職員を

レベルアップする。 

 

実 施 施 策 実践理念の具現化でチーム力を向上 

現状と課題 

利用者の生活を 24時間 365 日切れ目なく支援し、その質を少しで

も高めていくためには、職員個々のレベルアップもさることながら、

チームとしての力量を高めていくことが必要である。 

障がい者施設では、専門家による現地指導を続ける中で、職員が

共通の目標に向かって取り組むことで、統一した支援を行うことが

できるようになり、チームとしての実践力の向上が見られている。 

一方、高齢者施設では、各施設で実践理念を作って取り組んでい

るが、チーム内で浸透しきれていない状況である。 

取組の方向性 

① チームケアや多職種協働をテーマとした研修を実施し、チーム力

を向上させる。 

② 障がい専門研修を継続実施し、障がい者施設でのチーム実践力を

向上させる。 

③ 実践理念に基づく具体的行動目標を作成し、チーム内での共有を

徹底することで、高齢者施設でのチームケア力を向上させる。 

 

ウ 職場風土を改善し、職員の定着率とモチベーションを高める。 

実 施 施 策 職場内の関係づくりの強化で定着率を向上 

現状と課題 

ここ数年、特に勤続年数 3～7 年の正規職員の離職が増加傾向にあ

る。令和 2 年度に実施した「職場風土マネジメント調査」の結果で

は、上司のマネジメント不足や職員間の関係性の希薄化がうかがえ

ることなどから、離職を決意するまでの段階での働きかけが不足し

ていることが考えられる。 

人材確保が困難な状況の中、職員が長く働き続けられる職場づく

りが重要であり、そのためには職場内の上下・左右の関係性を強化

し、開かれた職場環境を作ることが大切である。 

取組の方向性 ① 職場風土マネジメント調査による現状分析を定期的に実施し、分
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析結果から浮かび上がった課題の解決に取り組む。 

② 職場風土改善やマネジメント力の強化、コミュニケーションの活

性化をテーマとした研修を実施し、職場全体の改善意欲を高め

る。 

③ 職場内 OJT の面接を活用し、職員間のコミュニケーションを活性

化させる。 

 

実 施 施 策 キャリアビジョンの見える化でモチベーションを向上 

現状と課題 

令和 2年度に実施した「職場風土マネジメント調査」の結果では、

職員がモチベーションを向上できていない状況が見受けられた。そ

の要因の一つとして、自分の将来について上司と話し合ったり、研

修で考えたりする場面がほとんどなく、職員が先の見通しが持てて

いないことが考えられる。 

職員のモチベーションを高めるためには、それぞれが目標に向か

って経験を積み重ねることで、将来像をしっかりと描けることがで

きるようにしていくことが必要である。 

取組の方向性 

① 管理職が部下に対し、適切なキャリア形成支援が行えるよう、管

理職を対象としたキャリアビジョン研修を実施する。 

② 管理職と職員との定期的な面接を実施し、職員へキャリアビジョ

ンを浸透させるとともに、職員の主体的なキャリア形成意識を醸

成する。 

③ 新規採用職員が、採用前から自分の将来に見通しが持てるよう、

内定者研修と採用時研修でキャリアパスの説明を行う。 

 

エ 業務の生産性を高め、ワークライフバランスを推進する。 

実 施 施 策 ICT の活用で業務の生産性を向上 

現状と課題 

国では、ICT を活用して職員の身体的・精神的負担軽減を図ること

により、介護現場に時間的・心理的余裕を生じさせ、人手不足の中

でも質の高いサービスが提供できるよう、その積極的な活用が推進

されている。 

当事業団でも、操作性や使用効果等を検証した上で導入を進め、

業務の生産性を高めるとともに、職員の身体的・精神的負担を軽減

することが必要である。 

取組の方向性 

① ICT を活用した介護機器、業務系システム、Web 会議システム等

を選定・導入する。 

② 介護技術や福祉用具の使い方などのマニュアルの動画化に取り
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組む。 

 

実 施 施 策 ヘルス・マネジメントの増進で長期休業や離職を防止 

現状と課題 

福祉職場は、不規則な勤務形態や対人援助業務という特性から、

身体的にも精神的にも負担が大きく、心身の不調を引き起こすリス

クも高く、そのことが長期休業や離職の原因にもなっている。 

そのため、人手不足による慢性的な時間外勤務を解消し、休暇・

休業を取得しやすい環境をつくるなど、職員のヘルス・マネジメン

トの増進とワークライフバランスの推進が必要である。 

取組の方向性 

① メンタルヘルス・腰痛予防・ハラスメント防止対策等を継続実施

する。 

② 業務の切り分けで周辺業務を軽減することにより、時間外勤務を

縮減する。 

③ 年次有給休暇の取得や仕事と育児の両立支援制度の活用を促進

する。 

 

（2）利用者の生活を支えるサービスの質の向上 

 ア 先進的で魅力あるサービスを提供し、サービスの質を高める。 

実 施 施 策 ICT の活用とエビデンスに基づく介護・支援の実践 

現状と課題 

国では、高齢者の自立支援・重度化防止という介護保険制度の目

的に沿って、サービスの質の評価やデータ活用を行いながら、科学

的に効果が裏付けられた質の高いサービスの提供を推進する取組が

進められている。 

このような科学的介護の実現には、ICT や介護ロボットの技術活用

が不可欠であり、当事業団でも引き続き ICT の積極的な導入・活用

を進め、エビデンスに基づく介護・支援を実践していく必要がある。 

取組の方向性 

① ICT を活用した介護機器の使用効果を検証し、統一的かつ効果的

な運用が行えるようにする。 

② 機能訓練、口腔衛生、栄養マネジメント等のデータを活用した科

学的介護を実践する。 

 

実 施 施 策 統一的なサービス評価でサービスの質を向上 

現状と課題 

サービスの質の向上に向け、各施設とも自己評価に取り組んでい

るが、使用している評価様式が区々な状況である。 

また、第三者による客観的評価については、福祉サービス第三者

評価事業が制度化されているが、一定の費用がかかることで頻繁に
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受審できないといったデメリットもあり、実施できていない状況で

ある。 

取組の方向性 

① 各施設で共通した項目に基づき自己評価を行うことができるよ

う、サービスの自己評価様式を統一化する。 

② 事業団のスケールメリットを活かし、施設間でのサービス評価の

実施に向けた仕組みづくりを行う。 

 

 イ 安全安心で快適な暮らしを保障し、利用者の満足度を高める。 

実 施 施 策 リスク管理の強化で安全安心な暮らしを保障 

現状と課題 

事業継続計画（BCP）については、全施設で作成が完了し、法人の

調整機能に関する計画についても危機管理対策本部の体制や物的・

人的支援の方法等について取りまとめたところであり、今後は、BCP

の実効性を高めることが必要である。 

事故防止対策については、リスクマネージャーの事故分析能力の

向上と再発防止策の強化に取り組んできたが、依然として防げる事

故や同じようなヒヤリハットが繰り返し発生している状況である。 

権利擁護についても、権利擁護や虐待防止研修を継続して実施し

ているが、不適切なケアや言葉遣いを根絶するまでには至っていな

い状況である。 

取組の方向性 

① BCP の実効性を高めるため、BCP に基づくシミュレーション訓練

や BCP の継続的な見直し（BCM）を実施する。 

② 防げる事故の再発防止に向け、リスクマネージャーの事故分析能

力の向上と再発防止策の強化に取り組む。 

③ 不適切ケアの根絶に向けた権利擁護や虐待防止研修を継続実施

する。 

 

実 施 施 策 居住・活動環境の整備で快適な暮らしを保障 

現状と課題 

障がい者グループホームの一部老朽化が進んでおり、特にグルー

プホーム光風園のいこいの家 3棟（男性 12 名定員）としおさい（女

性 3 名）、グループホーム緑風園の第二あおば寮（女性 4名定員）に

ついては、バリアフリーやプライバシーの面で入居者の生活に支障

が生じている。 

一方で、邑南町におけるグループホームは供給過多となっており、

どの法人のグループホームにも空室が生じている状況であり、グル

ープホーム緑風園のなでしこ（女性 7 名定員）の空室もなかなか埋

まらない状況が続いている。 
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また、光風園では 2 人部屋が残っており、全室個室化に向け検討

が必要である。 

取組の方向性 

① グループホーム光風園のいこいの家 3 棟としおさいを新たなグ

ループホーム 2棟に統合・整備する。 

② グループホーム緑風園の第二あおば寮を閉鎖する。 

③ 光風園の全室個室化の検討を進める。 

 

ウ 施設機能を積極的に開放し、地域とのつながりを強化する。 

実 施 施 策 地域の社会資源として施設機能を積極的に開放 

現状と課題 

地域社会が抱える問題が、ますます多様化・複雑化してきている

中、地域住民からは、社会福祉施設が地域の社会資源として様々な

役割を果たすことが期待されている。 

当事業団においても、「地域における公益的な取組」を通し、地域

の社会資源としての役割が果たせるよう取り組んではいるが、まだ

まだ十分な状況とは言えない。 

取組の方向性 

① 地域の社会資源としての役割が果たせるよう、パブリックスペー

スや介護・支援・保育のノウハウなど施設機能の活用策を検討・

実施する。 

② 施設機能の活用策について、施設間での取組を共有化し、更なる

取組に繋げていく。 

③ 機関紙やホームページ・SNS 等を活用し、地域住民等へ向け積極

的に情報発信する。 

 

（3）安定的で持続的な経営基盤の確立 

ア 収入の安定確保と経費増大の抑制で、安定性の高い財務体質を維持する。 

実 施 施 策 高利用率の維持と新規加算の確実な取得で収入を安定的に確保 

現状と課題 

特別養護老人ホームでは、施設入所及び短期入所の利用率が、障

害者支援施設では、生活介護の利用率が高水準で推移しているが、

入所者の重度高齢化による入院や入退所に伴う空床期間の増加が見

られる。一方、通所系の事業については利用率が伸び悩んでいる。 

このため、定期的に利用率の増減要因を分析し、適切な対策を講

じることが必要である。 

また、令和 3 年度の報酬改定に迅速かつ適正に対応していくこと

が求められる。 

取組の方向性 
① 半期ごとに経営分析を実施し、分析結果に基づく利用率の維持向

上に取り組む。 
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② 次期報酬改定に基づく加算の確実な取得や利用者等への説明・同

意文書等のペーパーレス化に向けて、法人全体で情報共有しなが

ら取り組む。 

 

実 施 施 策 
スケールメリットを活かした物品調達や定期的な経営分析で経費の

増大を抑制 

現状と課題 

令和元年度に行った「社会福祉法人の経営指標」に基づく経営分

析では、当法人の特徴として、資金面の安定性・持続性は高いもの

の、ここ数年の改築による減価償却費の増大で、当面サービス活動

増減差額の赤字が続くなど収益性・合理性に課題があることが明ら

かになった。 

しかしながら、収益性・合理性を直ちに改善することはできない

ため、今後も法人全体で経費増大の抑制に取り組んでいく必要があ

る。 

取組の方向性 

① コスト削減を図るため、スケールメリットを活かした物品調達を

積極的に実施する。 

② 法人の経営状態を把握するため、客観的な経営指標に基づく決算

分析を実施する。 

 

 イ 中長期的な視点をもって、持続性の高い経営を行う。 

実 施 施 策 
大規模修繕計画に基づく計画的なメンテナンスで建物の長寿命化を

実現 

現状と課題 

平成 29 年度に一連の改築が終了し、今後は施設保全による建物の

長寿命化を図っていくことが重要になることから、令和元年度に大

規模修繕計画を策定したところである。 

今後は、この計画に基づき計画的な整備を行うとともに、定期的

な点検や日常の保守など建物・設備の維持管理体制を強化していく

ことが必要である。 

取組の方向性 

① 大規模修繕計画に基づく計画的な施設整備と定期的な保守点検

を実施する。 

② 眺峰園及び雪舟園の大規模修繕計画を策定する。 

 

実 施 施 策 超低金利時代における有効な資金運用 

現状と課題 

一連の改築が終了したことにより、今後は積立資産が増加してい

く見込みであり、より長期的な資金運用も可能になってくる。 

このため、現行の安全性を重視した定期預金中心の資金運用から、
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運用の幅を少しでも拡げ、超低金利時代においても効率的に資金運

用できないか検討していく必要がある。 

取組の方向性 

① 定期預金以外の効果的な資金運用や取引金融機関等の拡大につ

いて検討する。 

② 運用方法の検討結果を踏まえ、大規模修繕計画に基づく積立資産

取崩見込みを適正に把握し、効率的な資金運用を行う。 

 

実 施 施 策 利用ニーズに応じた定員の適正化と事業のあり方検討 

現状と課題 

緑風園のある邑南町では、四つ葉の里として 3 つの障害者支援施

設が存在する。かつては、それぞれの施設が異なる役割を担って事

業を運営していたが、新体系移行により、現在では四つ葉の里内に

同じ機能の施設が 3 つある状況となっている。加えて、中山間地域

で過疎化も進んでおり、どの施設も入所待機者が少なく、職員も不

足している状況である。 

また、前期計画において検討してきた在宅事業のあり方について

は、概ね整理できたところであるが、利用率の低迷が続くデイサー

ビスセンター小山のあり方については、未検討のままとなっている。 

取組の方向性 

① 圏域の利用ニーズや職員の充足状況等を踏まえ、緑風園の事業定

員を適正化する。 

② デイサービスセンター小山の事業のあり方を検討し、その方向性

を決定する。 

 

ウ 組織内の連携を強化し、強固な組織体制と経営基盤を確立する。 

実 施 施 策 ICT の活用で組織内連携を効率化 

現状と課題 

事業団の施設は県内 6 市 1 町に点在しており、会議等で 1 会場に

集まる場合は、多くの移動時間とコストがかかるなど非効率な面が

ある。 

また、国を挙げてデジタル社会を推進しており、事業団でも積極

的にオンライン化やペーパーレス化を進めていく。 

取組の方向性 
① 効率的な会議が開催できるよう、Web 会議システムを構築する。 

② 可能な事務・会議資料からペーパーレス化を進める。 

 

実 施 施 策 施設間や職種間連携で組織を活性化 

現状と課題 

社会福祉法人制度改正により経営戦略会議として位置付けた施設

長会議については、部会形式の導入により、より活発で深い議論が

できるようになってきた。 
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今後は、本部と施設間の連携に加え、施設間や職種間での連携を

強化し、共通課題を共有したり、取組の好事例を水平展開したりで

きるようにする。 

取組の方向性 
① 施設間や職種間での活発な意見交換を推進し、定着させること

で、組織を活性化させる。 
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2 基本目標の達成指標 

  本部計画の評価に当たっては、各実施施策の取組状況を定性的に評価するだけでな

く、基本目標ごとに次の達成指標を設定し、定量的な評価も加えることにより、計画

の客観性、透明性をより高めていくこととする。 

 

（1）職員が働きやすくやりがいを感じられる職場づくり 

 ア 福祉・介護業界のイメージアップを図り、多様な働き方を推進する。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

正規職員の充足率【毎月末時点の

正規職員数の合計/毎月末時点の

正規職員定数の合計】 

98.0% 98.0% 98.2% 98.4% 98.6% 99.0% 

準職員の充足率【毎月末時点の準

職員数の合計/毎月末時点の準職

員定数の合計】 

87.9% 88.5% 89.5% 90.0% 91.0% 91.5% 

正規職員（総合職）の受験者数 

【当該年度の合計】 
15 人 18 人 21 人 24 人 27 人 30 人 

正規職員（地域職）の受験者数 

【当該年度の合計】 
24 人 27 人 30 人 33 人 36 人 40 人 

シルバー人材の雇用率 

【毎月末時点の満 66歳以上の職

員の常勤換算数の合計/毎月末時

点の全職員の常勤換算数の合計】 

9.5% 9.8% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 

 

 イ OJT 制度を中核に職員一人ひとりを育成し、チームケアを推進する。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

職場風土マネジメント調査「理念

の浸透」の得点率【合計得点/満点】 
59.5% 62.0% 64.0% 66.0% 68.0% 70.0% 

 

ウ 職場風土を改善し、職員の定着率とモチベーションを高める。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

職場風土マネジメント調査「意欲」

の得点率【合計得点/最高得点】 
60.9% 62.0% 64.0% 66.0% 68.0% 70.0% 

採用後 7 年未満の正規職員の定着 77.3% 78.0% 80.0% 82.0% 83.0% 84.0% 
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率【当該年度末時点】 

 

エ 業務の生産性を高め、ワークライフバランスを推進する。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

年次有給休暇の取得率【当年度取

得日数/当年度付与日数】 
51.9% 52.5% 53.5% 54.5% 55.5% 56.5% 

男性の育児関連休業の取得率【育

児休業又は特別休暇を取得した男

性職員数/子が生まれた男性職員

数】 

33.3% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

（2）利用者の生活を支えるサービスの質の向上 

 ア 先進的で魅力あるサービスを提供し、サービスの質を高める。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

自己評価の改善率【当該年度の全

事業の合計評価点数/R4 年度の全

事業の合計評価点数－1】 

- - - 3.0% 6.0% 10.0% 

施設間評価の改善率【当該年度の

全事業の合計評価点数/R4 年度の

全事業の合計評価点数－1】 

- - - 3.0% 6.0% 10.0% 

 

 イ 安全安心で快適な暮らしを保障し、利用者の満足度を高める。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

防げる事故（事故レベル 2～5）の

発生件数【当該年度】 
270 件 245 件 220 件 190 件 160 件 130 件 

 

ウ 施設機能を積極的に開放し、地域とのつながりを強化する。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

- - - - - - - 

 

（3）安定的で持続的な経営基盤の確立 

ア 収入の安定確保と経費増大の抑制で、安定性の高い財務体質を維持する。 
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指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

介護保険事業（特別養護老人ホー

ム事業）の利用率【全施設の延べ

実績/全施設の延べ定員】 

97.9% 97.7% 97.7% 98.0% 98.0% 98.0% 

介護保険事業（老人短期入所事業）

の利用率【全施設の延べ実績/全施

設の延べ定員】 

90.7% 93.5% 93.5% 93.8% 94.0% 94.3% 

障害福祉サービス（施設入所事業）

の利用率【全施設の延べ実績/全施

設の延べ定員】 

96.7% 96.6% 97.1% 97.1% 97.1% 97.1% 

障害福祉サービス（生活介護事業）

の利用率【全施設の延べ実績/全施

設の延べ定員】 

98.4% 97.6% 98.7% 98.7% 98.7% 98.7% 

障害福祉サービス（共同生活援助

事業）の利用率【全施設の延べ実

績/全施設の延べ定員】 

95.7% 91.9% 97.3% 97.3% 97.3% 97.3% 

 

 イ 中長期的な視点をもって、持続性の高い経営を行う。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

人件費比率【人件費/事業活動収

入】 
73.0% 72.0%～74.0% 

事業費比率【事業費/事業活動収

入】 
14.1% 13.0%～14.5% 

事務費比率【事務費/事業活動収

入】 
6.2% 5.5%～6.5% 

 

ウ 組織内の連携を強化し、強固な組織体制と経営基盤を確立する。 

指標の名称 
R2 年度 

見込値 

目標値 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 

実質資金収支差額【事業活動資金

収支差額+施設整備等資金収支差

額+積立資産取崩収入】 

265,611 

千円 

250,000 

千円 

250,000 

千円 

250,000 

千円 

250,000 

千円 

250,000 

千円 
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3 施設整備計画 

（1）大規模修繕計画 

ア 基本的な考え方 

（ア）社会福祉法人島根県社会福祉事業団施設大規模修繕計画（令和 2 年 1 月策定）

（以下「大規模修繕計画」という。）を基本とすること。 

（イ）大規模修繕計画に照らして妥当なものかどうかを考慮し、かつ、関連する部位

又は機器類への影響及び建築物等の今後の利用又は使用の計画等を総合的に判断

し、所要の投資経費が最も有効に作用するように計画を作成すること。 

（ウ）修繕工事の実施の規模、方法、仕様等の決定に際しては、現状の調査等を十分

に行い、単に既存のものと同等とすることなく、新たな工法、材料、仕様等を含め

検討し、最適なものとすること。 

（エ）事前に国や自治体等の補助金制度を調査し、当該修繕等が補助金の対象となる

場合は、当該補助金を活用すること。 

 

イ 大規模修繕計画の概要 

年度 施設名 大規模修繕の概要 
見込額 

（単位：千円） 
備考 

令和 3年度 

光風園 

・個別空調化整備に係る補

助金交付の事前協議 

・個別空調化実施設計 

13,200 
設計監理費（現地調

査費含む。） 

簸の上園 
・食堂木製建具からサッシ

への交換 
6,710 設計管理費含む。 

令和 4年度 

光風園 

・個別空調化整備に係る補

助金交付内示・決定 

・入札、着工、完成 

263,670 

熱源を灯油から電

気に変更 

国庫補助金額 

202,890 千円 

清風園 

・個別空調化整備に係る補

助金交付の事前協議 

・個別空調化実施設計 

9,383 設計監理費 

令和 5年度 清風園 

・個別空調化整備に係る補

助金交付内示・決定 

・入札、着工、完成 

170,500 

熱源は電気から変

更なし 

国庫補助金額 

131,200 千円 

令和 6年度 清風園 

・屋根・外壁塗装工事に係

る補助金交付の事前協議 

・屋根・外壁塗装工事実施

4,070 設計監理費 

- 20 -



島根県社会福祉事業団 

 

設計 

簸の上園 
・屋根・外壁塗装工事入札、

着工、完成 
55,495 

加硫ゴム系から塩

化ビニル樹脂系に

更新（設計監理費含

む。） 

令和 7年度 清風園 

・屋根・外壁塗装工事に係

る補助金交付内示・決定 

・入札、着工、完成 

74,140 
国庫補助金額 

57,050 千円 

計 597,168  

 

ウ 各施設の大規模修繕計画 

（ア）光風園 

光風園は、平成 13 年 11 月に改築してから 19 年が経過しており、特に空調設備

の老朽化が進んでいることから、次の修繕工事を行う。 

工事名 光風園空調設備改修工事 

工事種別 機械設備 区分 空調設備 

現行の仕様 
空調方式 中央熱源方式（管理自立棟・重度棟以外は、個別空調方式） 

熱源 直だき吸収式冷温水機（灯油） 

整備方針 

空調設備の熱源は灯油であり、劣化もかなり進んでいることから、熱

源を電気とする個別空調化を行う。これに伴い、受変電設備についても

キュービクルの増設が必要となる。 

補助金制度 有（社会福祉施設等施設整備費国庫補助金（整備区分：大規模修繕等）） 

整備スケジュ

ール 

令和 3年度 
整備補助金に係る事前協議（4月） 

実施設計（11月～2月） 

令和 4年度 

整備補助金交付内示（6月） 

入札（7月） 

契約に係る理事会承認（7月） 

整備補助金交付決定（8月） 

空調設備改修工事（重度棟）（8月～3月） 

    〃   （管理・自立棟）（8月～2月） 

    〃   （作業訓練棟・地域交流棟・機能訓練棟）

（8月～11月） 

機械室内等解体撤去工事（3 月） 

 

（イ）清風園 

清風園は、平成 19年 2月に改築してから 14 年が経過しており、特に空調設備の
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老朽化が進んでいる。また、屋根・外壁についても機能維持のための塗装更新が必

要なことから、次の修繕工事を行う。 

工事名 清風園空調設備改修工事 

工事種別 機械設備 区分 空調設備 

現行の仕様 
空調方式 個別空調方式（ビル用マルチエアコン有） 

熱源 空冷ヒートポンプ（電気） 

整備方針 

現在、マルチエアコン（熱源は電気）を使用しているが、劣化に伴う

故障により部分的に個別空調化を進めている。機器の故障が多くなって

いることから、全体的な個別空調化を行う。 

補助金制度 有（社会福祉施設等施設整備費国庫補助金（整備区分：大規模修繕等）） 

整備スケジュ

ール 

令和 4年度 
整備補助金に係る事前協議（4月） 

実施設計（11月～2月） 

令和 5年度 

整備補助金交付内示（6月） 

入札（7月） 

契約に係る理事会承認（7月） 

整備補助金交付決定（8月） 

空調設備改修工事（8月～1 月） 

 

工事名 清風園屋根・外壁等塗装工事 

工事種別 建築 区分 屋根・外壁 

現行の仕様 
屋根 

長尺金属屋根（合金メッキ鋼板）、塩化ビニル樹脂系シ 

ート防水 

外壁 金属鋼板張り、防火サイディング張り 

整備方針 

陸屋根部分の防水シート（塩化ビニル樹脂系）に部分的な劣化が見ら

れるため、全体的な防水シートの張り替えを行う。金属屋根部分につい

ては、塗装更新周期は 20年であるが、機能維持のために塗装塗り替えを

行う。 

外壁については、塗装更新周期は 20年であるが、部分的に劣化があり、

建物の躯体に影響が現れる前に塗装塗り替えを行う。外壁の板金部分に

ついては、塗装の更新周期は 20 年であるが、機能維持のために塗装塗り

替えを行う。 

なお、仮設工事の費用を節減するため、屋根塗装と外壁塗装を併せて

行うこととする。 

補助金制度 有（社会福祉施設等施設整備費国庫補助金（整備区分：大規模修繕等）） 

整備スケジュ

ール 
令和 6年度 

整備補助金に係る事前協議（4月） 

実施設計（11月～1月） 
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令和 7年度 

整備補助金交付内示（6月） 

入札（7月） 

整備補助金交付決定（8月） 

屋根塗装工事（9月～12月） 

防水更新工事（9月～12月） 

外壁塗装工事（9月～12月） 

 

（ウ）簸の上園 

簸の上園は、平成 13 年 11 月に改築してから 19 年が経過しており、特に屋根・

外壁や木製建具の老朽化が進んでいることから、次の修繕工事を行う。 

工事名 簸の上園食堂外部木製建具取替工事 

工事種別 建築 区分 外部建具 

現行の仕様 外部建具 木製建具 

整備方針 
食堂の一部の窓に木製建具が使用されており、隙間・反りなどの劣化

が見られるため、サッシへの変更を行う。 

補助金制度 無 

整備スケジュ

ール 
令和 3年度 

実施設計（5 月） 

入札（7月） 

現地実測・アルミサッシ制作（8 月～9 月） 

外部木製建具撤去、アルミサッシ新設（10～11 月） 

 

工事名 簸の上園屋根・外壁塗装工事（陸屋根・雨樋改修工事含む。） 

工事種別 建築 区分 屋根・外壁 

現行の仕様 
屋根 長尺金属屋根（亜鉛メッキ鋼板）、加硫ゴム系シート防水 

外壁 複層仕上塗材(コンクリート下地) 

整備方針 

金属屋根については、塗装更新の周期が 10～15 年であり、機能維持の

ために塗装塗り替えを行う。 

外壁については、塗装更新の周期は 15～20 年であり、約 20 年経過し

ているが、これまで補修等は行っておらず、一部に塗装部の剥離や汚れ

が目立つため、塗装塗り替えを行う。 

陸屋根部分の防水トップコート塗り替えの更新周期は10～15年である

が、約 20年経過しており、部分的な劣化による雨漏りも見られるため、

トップコートの塗り替えを行う。また、雪の影響により雨樋の損傷が見

られるため、屋根防水トップコート塗り替えと併せて更新する。 

なお、仮設工事の費用を節減するため、屋根塗装と外壁塗装を併せて
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行うこととする。 

補助金制度 無 

整備スケジュ

ール 
令和 6年度 

実施設計（5 月～7 月） 

入札（8月） 

屋根塗装工事（9月～12月） 

外壁塗装工事（9月～12月） 

 

（2）障がい者グループホーム整備計画 

ア 基本的な考え方 

（ア）補助金を受けて整備した住居については、原則として処分制限期間の経過後で

なければ移転・改築等は行わないこと（下表参照）。ただし、老朽化が甚だしく、

入居者の生活に著しく支障が生じているような場合には、処分制限期間内でも移

転・改築等を検討する。 

【補助事業等により取得した財産ごとの処分制限期間】 

補助事業等により

取得した財産 
構造又は用途 処分制限期間 

スプリンクラー設

備 

消火、排煙又は災害報知設備及び格納式

避難設備 

8年 

トイレ改修 給排水又は衛生設備及びガス設備 15 年 

電気設備改修 電気設備（その他のもの） 15 年 

手摺設置 建物付属設備 前掲以外のもの（その他

のもの） 

10 年 

屋根、外壁等 建物 木造 22年 

金属造 27年又は 34年 

鉄骨鉄筋コンクリート造 47年 

  ※1つの補助金で複数の処分制限期間がある場合は、最も長い処分制限期間が適用される。 

 

（イ）老朽化したグループホームの新築に当たっては、原則として補助金を活用して

行うこと。この場合、整備期間は、概ね 3年程度必要となる。 

【補助金を受けて整備する場合の整備の流れ】 

年度 実施項目 

初年度 ・実施設計完了（土地取得含む。） 

2年度目 

・4 月末までに県に事前協議書を提出（添付資料…設計図書、見取図、現況写

真等） 

・年度中に県障がい福祉課によるヒアリング調査 

3年度目 ・6月末頃交付内示 
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・7月以降入札・着工（翌年 3月までに完成） 

・8月中旬頃交付決定 

 

（ウ）グループホームは建築基準法上「寄宿舎」に該当するため、防火上主要な間仕

切壁を準耐火構造とすることなどが求められる。このため、民家を借りる場合には、

これらの要件を満たすための改修が必須となることに加え、安全管理上スプリンク

ラーの設置も必要となる。したがって、これらの投資に見合う価値のある物件であ

ることや少なくともスプリンクラー補助金の処分制限期間以上継続して使用でき

る物件であることが賃貸の最低条件となること。 

 

イ 障がい者グループホーム整備の概要 

年度 施設名 施設整備の概要 
見込額 

（単位：千円） 
備考 

令和 3年度 

光風園 

・新グループホーム土地（県

有財産）有償貸付契約締

結 

・新グループホーム基本設

計及び実施設計 

580 

 

2,270 

5 年間契約 

（地積 2,556 ㎡） 

 

 

緑風園 
・第 2 あおば寮閉鎖（賃貸

借契約終了） 

2,170 

 

700 

補助金返還額（改修

整備・スプリンクラ

ー整備） 

スプリンクラー設

備撤去費 

令和 4年度 光風園 
・新グループホーム整備補

助金交付に係る事前協議 
-  

令和 5年度 光風園 

・新グループホーム整備補

助交付内示・決定 

・入札、工事着工、整備 

・グループホームしおさい

賃貸借契約終了 

120,000 

 

1,160 

 

700 

国庫補助金額 

36,900 千円 

補助金返還額（しお

さい改修整備） 

スプリンクラー撤

去費 

令和 6年度 光風園 

・グループホームいこいの

家解体撤去 

・グループホームいこいの

家土地（県有財産）有償

貸付契約終了 

3,872 解体撤去費 
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令和 7年度 清風園 
・グループホームなずなの

あり方検討 
- 

 

計 131,452  

 

ウ 各施設の障がい者グループホーム整備計画 

（ア）グループホーム光風園 

いこいの家 1 号棟～3号棟（男性 12 名定員）は、昭和 44 年築で、グループホー

ムの中で最も老朽化が進んでおり、入居者の生活にも著しく支障が生じている状況

である。また、しおさい（女性 3 名定員）についても同様に老朽化が進んでいるこ

とに加え、ブロック塀の安全性の確保に課題がある。 

なお、圏域におけるグループホームの利用ニーズは比較的高く、今後も若い男性

の利用ニーズが一定程度見込まれる。 

このため、新たなグループホームの整備に向け、令和 3 年度には光風園隣接地を

賃借し、令和 5 年度中には老朽化したグループホーム 4 棟を新たなグループホーム

2 棟に統合することとする。なお、現入居者の高齢化が進んでいることを踏まえ、

新グループホームの整備に当たっては、きずな（女性 7 名）利用者の住み替えも含

め、男女の定員設定及び支援体制を検討する必要がある。 

整備方針 
入居者の高齢化が進んでいることから、高齢化に対応できる居住空間

を整備する。また、職員の拠点として 1棟にスタッフルームを整備する。 

住居の概要 

A 棟 定員 8 名（利用者の状況によっては、定員 7名＋体験利用 1名） 

   ※スタッフルーム整備 

B 棟 定員 7 名 

補助金制度 有（社会福祉施設等施設整備費国庫補助金（整備区分：創設）） 

整備スケジュ

ール 

令和 3年度 

光風園隣接地（県有財産）の借地契約締結（7 月） 

基本設計（7 月～9 月） 

実施設計（10月～12月） 

令和 4年度 整備補助金交付に係る事前協議（4月） 

令和 5年度 

整備補助金交付内示（6月） 

入札（7月） 

契約に係る理事会承認（7月） 

整備補助金交付決定（8月） 

新築工事（8 月～12月） 

新住居供用開始（1 月） 

グループホームしおさいスプリンクラー設備撤去（1月） 

グループホームしおさい賃貸借契約終了（1月） 

令和 6年度 グループホームいこいの家解体撤去工事（4月～6月） 

- 26 -



島根県社会福祉事業団 

 

グループホームいこいの家土地（県有財産）有償貸付契約

終了（6月） 

 

 【整備対象グループホームの状況】 

名称 グループホーム光風園いこいの家 1 号棟～3号棟 

所在地 出雲市湖陵町大池 240-3 

土地 地積 979.7 ㎡（県有財産（有償貸付：年額 42,537 円）） 

※貸付期間：平成 31年 4月 1日～平成 36年 3月 31 日 

建物 床面積 1 棟当たり 59.62 ㎡（木造瓦葺平屋建） 

建築年：昭和 44年築 

賃貸借契約の内容 事業団所有 

居住開始年月日 平成 16年 1 月 1日 

定員 4 人×3棟＝12人（男性 12名） 

居室数 1 棟当たり 4 室（1 室 7.45 ㎡） 

補助金 ・平成 15年度県立障害者施設移管基金造成費補助金（生活ホーム

整備）（18,375,000 円） 

・平成 26年度島根県障がい者福祉施設耐震化等整備費補助金（ス

プリンクラー設備整備）（3,240,000 円） 

・平成 26年度出雲市障がい者福祉施設整備費補助金（スプリンク

ラー設備整備）（540,000 円） 

処分制限期間 8 年（令和 5年 3月 31 日まで） 

 

名称 グループホーム光風園しおさい 

所在地 出雲市湖陵町大池 883-2 

土地 地積 311.09 ㎡ 

建物 床面積 120.05 ㎡（木造かわらぶき平屋建） 

賃貸借契約の内容 賃貸借契約：1 月当たり 30,000 円（H21.4.1～H31.3.31 の 10 年間。

契約期間満了後は、1年ごとに自動更新。） 

居住開始年月日 平成 21年 4 月 1日 

定員 3 人（女性 3 名） 

居室数 3 室（6畳 2 間・4.5 畳 1間） 

補助金 ・平成 20年度障害程度区分認定等事業費補助金（障害者就労訓練

設備等整備事業）（2,676,000 円） 

・平成 20年度出雲市障がい者福祉施設整備事業補助金 

（893,000 円） 
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・平成 26年度島根県障がい者福祉施設耐震化等整備費補助金（ス

プリンクラー設備整備）（2,430,000 円） 

・平成 26年度 出雲市障がい者福祉施設整備費補助金（スプリン

クラー設備整備）（405,000 円） 

処分制限期間 ・建物：22年（令和 13年 3 月 31 日まで） 

・スプリンクラー設備：8年（令和 5年 3 月 31 日まで） 

 

（イ）グループホーム緑風園 

   第二あおば寮（女性 4 名定員）は、いこいの家、しおさいの次に老朽化が進んで

いる。また、バリアフリーやプライバシーの面で入居者の生活に一定程度の支障が

生じている。 

しかしながら、圏域におけるグループホームは供給過多の状況となっており、ど

の法人のグループホームにも空室が生じている状況であり、緑風園のなでしこ（女

性 7 名定員）の空室もなかなか埋まらない状況が続いている。 

こうした状況を踏まえ、女性定員の縮小に向け、令和 3 年度末で第二あおば寮を

廃止することとする。 

 

 【整備対象グループホームの状況】 

名称 グループホーム緑風園第二あおば寮 

所在地 邑智郡邑南町中野 3995 

土地 地積不明 

建物 床面積 121.3 ㎡（木造かわらぶき平屋建） 

建築年：不明 

賃貸借契約の内容 賃貸借契約：1 月当たり 20,000 円（H21.4.1～H31.3.31 の 10 年間。

契約期間満了後は、1年ごとに自動更新。） 

居住開始年月日 平成 21年 4 月 1日 

定員 4 人（女性 4 名） 

居室数 4 室（8畳 2 間・6畳 2 間） 

補助金 ・平成 20年度障害程度区分認定等事業費補助金（障害者就労訓練

設備等整備事業）（4,500,000 円） 

・平成 26年度島根県障がい者福祉施設整備費補助金（スプリンク

ラー設備整備）（2,624,000 円） 

処分制限期間 ・建物：22年（令和 13年 3 月 31 日まで） 

・スプリンクラー設備：8年（令和 5年 3 月 31 日まで） 

 

（ウ）グループホーム清風園 
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大田市のグループホームのニーズは多く、現状においてグループホームが不足し

ていることから、当面の間は現定員を維持することとする。老朽化しているなずな

寮（女性 4 名定員）については、居住環境に大きな影響が生じていないため、第 5

期中期経営計画の最終年度である令和 7年度にあり方を検討し、第 6期中期経営計

画期間中にその検討結果を反映させることとする。 

 

 【整備対象グループホームの状況】 

名称 グループホーム清風園なずな寮 

所在地 大田市川合町吉永 413-5 

土地 地積不明 

建物 床面積 186.5 ㎡（木造 2階建） 

賃貸借契約の内容 賃貸借契約：1 月当たり 36,000 円（H22.11.1～H32.10.31 の 10 年

間。契約期間満了後は、1年ごとに自動更新。） 

居住開始年月日 平成 22年 11 月 1日 

定員 4 人（女性 4 名） 

居室数 4 室 

補助金 ・平成 22年度障害程度区分認定等事業費補助金（障害者就労訓練

設備等整備事業）（4,500,000 円） 

・平成 26年度島根県障がい者福祉施設整備費補助金（スプリンク

ラー設備整備）（2,673,000 円） 

・平成 26年度大田市障がい者福祉施設整備費補助金 

（445,000 円） 

処分制限期間 建物：22 年（令和 14年 10 月 31 日まで） 

スプリンクラー設備：8年（令和 5 年 3月 31 日まで） 
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4 職員採用計画 

（1）推計の前提条件 

ア 職員定数については、令和 3 年度の配置定数を令和 7年度まで継続させるものと

する。 

イ 正規職員の退職予定数の推計に当たっては、定年退職者全員を再雇用するものと

し、再雇用期間の更新限度をもって退職するものとする。また、過去 5 年間の普通

退職の状況及び定着率の向上を勘案し、予想される普通退職者数を見込むものとす

る。 

ウ 専門職を除く正規職員の採用者数は、総合職の採用者数を毎年度 5名とし、残り

は地域職採用とする。 

 

（2）令和 3 年度から令和 7 年度までの職員採用計画 

（単位：名） 

雇用区分 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

正規職員定数 389 389 389 389 389 

準職員定数 267 267 267 267 267 

非常勤職員定数 150.4 150.4 150.4 150.4 150.4 

計 806.4 806.4 806.4 806.4 806.4 

正規の退職見込数 17 14 15 16 11 

 
専門職以外 14 13 13 13 9 

専門職 3 1 2 3 2 

正規の採用計画数 

 

17 14 15 16 

 

総合職 5 5 5 5 

地域職 9 8 8 8 

専門職 3 1 2 3 

※ 非常勤職員は、常勤換算数とする。 
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5 財務計画 

（1）資金見通し 

ア 積算の前提条件 

（ア） 事業活動による収支 

収入については、令和 3年度報酬改定単価及び施設計画の目標利用率に基づき積

算した。なお、令和 6 年度に予定される報酬改定単価については、過去の改定実績

から見込んだ改定率を用いて積算した。 

支出のうち、人件費支出については、職員定数及び採用計画に基づき、正規職員

の定期昇給及び昇格を勘案し、さらに、過去 5 年間の取得実績に基づく産前産後休

暇（業）及び育児休業の取得見込みを勘案し積算した。事業費・事務費支出につい

ては、各施設見積による今後の所要見込額及び施設計画の修繕計画に基づき積算し

た。 

（イ）施設整備等による収支 

収入については、民間社会福祉施設整備資金元利補給金及び大規模修繕に係る社

会福祉施設等施設整備費国庫補助金の見込額を勘案し積算した。 

支出については、施設計画の固定資産物品購入計画、施設整備計画及び情報シス

テム更新に係る所要見込額に基づき積算した。 

 （ウ）その他の活動による収支 

   収入については、施設整備計画及び情報システム更新に係る所要見込額の取崩し

を勘案し積算した。 

支出については、積立額として各施設の当期末支払資金残高の留保分を上回る額

を勘案し積算した。 

 

イ 令和 3 年度から令和 7 年度までの資金見通し 

  （単位：千円） 

勘定科目 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

事業活動収入 4,642,848 4,635,967 4,647,386 4,658,354 4,664,925 4,665,720 

 

介護保険事業 2,465,654 2,475,134 2,477,928 2,483,737 2,487,743 2,487,686 

保育事業 146,771 144,649 144,649 144,649 144,649 144,649 

障害福祉事業 1,933,194 1,928,464 1,937,165 1,942,345 1,944,932 1,945,784 

受託事業 70,563 66,840 66,840 66,840 66,840 66,840 

その他 26,666 20,880 20,804 20,783 20,761 20,761 

事業活動支出 4,337,581 4,326,634 4,345,497 4,367,426 4,379,854 4,390,025 

 

人件費 3,388,618 3,400,270 3,424,205 3,444,846 3,457,343 3,468,837 

事業費 655,121 635,182 636,109 637,894 635,993 635,623 

事務費 287,388 284,868 278,944 278,460 280,314 279,361 
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その他 6,454 6,314 6,239 6,226 6,204 6,204 

事業活動差額① 305,267 309,333 301,889 290,928 285,071 275,695 

施設整備等収入 26,577 18,730 214,500 179,710 4,300 61,350 

施設整備等支出 86,358 176,374 365,529 362,534 149,039 130,779 

 

固定資産 44,885 70,114 57,686 56,267 73,889 50,259 

大規模修繕 19,743 22,180 273,053 290,500 67,467 74,140 

情報システム 0 60,000 20,000 0 0 0 

その他 21,730 24,080 14,790 15,767 7,683 6,380 

施設整備等差額② -59,781 -157,644 -151,029 -182,824 -144,739 -69,429 

積立資産取崩収入 20,125 82,180 90,163 122,400 67,467 17,090 

積立資産支出 310,000 235,000 245,000 235,000 214,000 229,000 

 

施設整備 292,000 217,000 227,000 217,000 196,000 212,124 

情報システム 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 16,876 

保育所整備 0 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 0 

積立資産差額③ -289,875 -152,820 -154,837 -112,600 -146,533 -211,910 

当期資金収支差額

合計①+②+③ 
-44,389 -1,131 -3,977 -4,496 -6,201 -5,644 

前期末支払資金残高 790,138 745,749 744,618 740,641 736,145 729,944 

当期末支払資金残高 745,749 744,618 740,641 736,145 729,944 724,300 

積立資産累計額 2,919,172 3,071,992 3,226,829 3,339,429 3,485,962 3,697,872 

 

施設整備 2,188,916 2,383,736 2,540,573 2,635,173 2,767,736 2,962,770 

情報システム 141,124 99,124 97,124 115,124 133,124 150,000 

保育所関連 83,378 83,378 83,378 83,378 79,348 79,348 

その他 505,754 505,754 505,754 505,754 505,754 505,754 

積立資産取崩収入 

内訳 

緑風園 

GH スプリン

クラー整備 

（9,128） 

偕生園厨房 

屋根改修 

（3,575） 

しらとり保 

育所 2階ト 

イレ改修 

（7,040） 

法人本部 

退職給与 

（382） 

光風園 

大規模修繕 

（13,200） 

光風園 

GH 設計 

（2,270） 

簸の上園 

大規模修繕 

（6,710） 

法人本部 

業務系シス

テム 

（60,000） 

光風園 

大規模修繕 

（263,670- 

202,890 

=60,780） 

清風園 

大規模修繕 

（9,383） 

法人本部 

施設サーバ

等一式 

（20,000） 

清風園 

大規模修繕 

（170,500- 

131,200 

=39,300） 

光風園 

GH 整備 

（120,000- 

36,900 

=83,100） 

光風園 

GH 解体撤去 

（3,872） 

清風園 

大規模修繕 

（4,070） 

簸の上園 

大規模修繕 

（55,495） 

しらとり保

育所空調更

新（4,030） 

清風園 

大規模修繕 

（74,140- 

57,050 

=17,090） 

※R2年度は、令和 2年度第 2次補正予算額 
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社会福祉法人島根県社会福祉事業団

Ⅰ 第4期中期経営計画の評価
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第4期計画の体系

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

計画の柱 基本項目 実施施策

心豊かな暮らしづくり ①サービスの質の向上 ・個別ケアの推進
・医療的ケアへの対応
・利用者の重度化への対応

②利用者の暮らしの保障 ・法人の事業継続計画の策定
・事故防止対策の強化
・権利擁護の徹底

③福祉ニーズに即したサービスの提
供

・障がい者施設の事業のあり方検討（ソフト）
・在宅事業のあり方検討
・地域における公益的な取組の推進

活力に満ちた職場づく
り

④人材の確保と定着 ・人材確保に向けた取組

・人材の定着に向けた取組

⑤人材の育成 ・職員の専門性の向上

・人事考課制度の改正

⑥職場環境の改善 ・職員の心身の健康管理の推進

・労働時間管理の徹底

⑦業務の改善 ・ICTを活用した介護機器等の積極的な導入

・法令遵守の業務体制の構築

快適な住まいづくり ⑧計画的な施設・居住環境の整備 ・設備機器更新の中長期計画の策定
・障がい者施設の事業のあり方検討（ハード）

安定的な経営の基盤
づくり

⑨収支の安定化 ・利用率維持の取組
・加算の確実な取得
・効率的・効果的な物品調達

⑩経営組織のガバナンスの強化 ・本部と施設との連携強化
・施設長会議の機能強化
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①サービスの質の向上

1. 個別ケアの推進

【取組方針】

特養において個別ケア推進のためのツールとして導入した24Hシートのシステムへの完全移行と各施設の運用のば
らつきの是正

【実績・評価】

①ライフサイクルシート24の運用推進

・システム運用担当者の配置

・施設ごとの運用のばらつきを改善

②24Hシートを活用した多職種によるケアの連携

・24Hシートの活用方法を巡回研修で実施

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

H30 R1 R2

24Hシート基本研修（巡回研修） 190名（12回） 72名（5回）
所期の目的を
果たしたため終
了

全特養でエクセル、ワード形式からシステムへの完
全移行が完了したため終了

24Hシートの共通理解が
深まったため終了
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①サービスの質の向上

2. 医療的ケアへの対応

【取組方針】

特別養護老人ホームにおける看取りや医療的ケアに関するニーズの増加に伴う医療体制・看取り体制の充実

【実績・評価】

①夜間の医療的ケアに対応できる認定特定行為業務従事者（2号研修）の養成

②医療体制・看取り体制の充実

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

H30 R1 R2

基本研修 11名 14名コロナのた
め未実施実地研修 28名 27名

創健会 4名 8名
出雲徳洲会病院 12名 11名
山根病院 10名 6名

益田地域医療センター医師会病院 2名 2名

・配置医師緊急対応加算の算定に向け、嘱託医の複数配置と24時間対応体制について特養部会で検討

・ハードルが高すぎる割にメリットは少ないと結論

コロナ禍での実地研修受入
先を確保しながら継続

現体制下での看取りケアを継続するこ
とで終了

・医療的ケアへのニーズ対応と夜勤職
員配置加算の確実な算定のため、継続
して実施
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①サービスの質の向上

3. 利用者の重度化への対応

【取組方針】

障がい者施設における利用者の重度化へ対応するための専門家による現地指導の充実と介護経験の少ない職員
の介護技術の向上や認知症に対する基本的理解の習得

【実績・評価】

①障がい専門研修…島根大学の京教授による現地指導

②介護技術の向上と認知症の基礎的理解

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

更なるチーム実践力の向上
に向け継続

・職員が共通の目標に向かって取り組んで
いく中でチームとしての実践力が向上

介護職員基礎研修（巡回研修） H30 R1 R2

介護技術 40名（3回） 31名（2回） 所期の目的
を果たしたた
め終了認知症 162名（14回） 42名（3回）

介護技術と認知症の基礎的理解は、
一定程度普及できたため終了
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②利用者の暮らしの保障
1. 法人の事業継続計画の策定

【取組方針】

自然災害等非常事態の発生に備えるため、各施設の事業継続計画のひな型の作成と法人の調整機能に関する計
画の策定

【実績・評価】

①自然災害対策

・施設の事業継続計画（ＢＣＰ)のひな型を作成し、そのひな型に基づき全施設で作成が完了

②新型コロナウイルス等感染症対策

・新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画書の作成例に基づき全施設で作成が完了

・法人の調整機能に関する計画として、危機管理対策本部（事務局）の体制や人的支援・物資支援の方法、衛生用品
の備蓄基準を決定

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

今後は、BCPに基づくシミュレーション訓練の実施やBCPの継続的な見直し（BCM）等
実効性を高める取組へシフト

- 39 -



②利用者の暮らしの保障
2. 事故防止対策の強化

【取組方針】

リスクマネージャー（課長職）の事故分析能力の向上と再発防止策の強化を目的としたリスクマネジメントの実践力
強化

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

H30 R1 R2

リスクマネジメント実践研修 64名（5回） 32名（3回）
コロナ対策のため
オンラインで実施

・巡回希望のあった施設を対象に事例を通して多角的に事故原因を分析

・リスクマネージャーの分析力の向上で再発防止策を強化

依然、防げる事故や同じようなヒヤリハットが繰り返し発生しているため、事故防止に向けた
取組を継続
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②利用者の暮らしの保障
3. 権利擁護の徹底

【取組方針】

不適切なケアを根絶するための権利擁護の更なる徹底

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

H30 R1 R2

権利擁護研修 170名（11回）124名（8回）
コロナ対策のため
オンラインで実施

・「自分が利用者だったら、どのようなケアを望むのか。」について職員間で検討

・不適切なケアについて自らの行動を振り返る機会となり、よりよいケアの大切さについて共有

依然、不適切ケアや言葉遣いがあるため、引き続き根絶に向けた取組を継続
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③福祉ニーズに即したサービスの提供

1. 障がい者施設の事業のあり方検討（ソフト）

【取組方針】

利用者の高齢化・重度化に対する事業内容の見直しと各事業の利用定員の適正化

【実績・評価】

・平成30年度にとりまとめた「高齢化・重度化が顕著な障がい者施設のあり方」に基づき適正化

・事業内容については一定の整理が終了

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

施設入所 生活介護 就労B型 短期入所 GH

光風園 80→75 95→105
廃止

6→4 22
緑風園 85→80 90 4 26→24

清風園 85→80 85→80 7→10 18
晴雲 80 75 - 5 -

今後も利用者の高齢化・重度化が一層進むとともに、圏域によっては入所待機者の減少も顕著
なことから、利用ニーズに応じた事業定員の適正化について引き続き検討

- 42 -



③福祉ニーズに即したサービスの提供

2. 在宅事業のあり方検討

【取組方針】

認知症対応型デイサービス、訪問介護、居宅介護支援などの経営が厳しい在宅事業のあり方検討

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

デイサービス小山 未検討

せいふう 共生型サービスの実施により利用率が向上

厚生センターあいあい 廃止

居宅介護支援事業所 継続2事業所（眺峰園・偕生園）、廃止4事業所（簸の上園・八雲・天神・雪舟園）

・在宅事業のあり方については概ね整理

未検討のデイサービス小山のあり方について検討
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③福祉ニーズに即したサービスの提供

3. 地域における公益的な取組の推進

【取組方針】

各施設における地域における公益的な取組の推進

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

分類 H30 R1 R2 具体的活動
①地域の要支援者に対する相談支援 1 1 保育所開放

②地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援 - -

③地域の要支援者に対する権利擁護支援 - -

④地域の要支援者に対する資金や物資の貸付・提供 - -

⑤既存事業の利用料の減額・免除 7 7 社会福祉法人減免

⑥地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動 2 2 うしおサロン、寄りあい喫茶かいせい

⑦地域住民に対する福祉教育 6 6
あいサポート研修、認知症予防講座、
福祉講演会、介護予防教室

⑧地域の関係者とのネットワークづくり 1 3
うんなん福祉・安全サポーター活動、身
近でなんでも相談窓口

⑨その他 8 6 夏祭り、秋祭り

計 25 25

・公益的な取組は全施設で実施

・施設によっては、若干、地域とのつながりが希薄

施設機能を積極的に開放するとともに、その取組
を積極的に情報発信していくことも必要
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④人材の確保と定着
1. 人材確保に向けた取組

【取組方針】

①学校訪問や就職フェア等の就職説明会への積極的な参加、②多様な媒体による効果的な情報発信、③インター
ンシップ制度の導入

【実績・評価】

①学校訪問や就職フェア等の就職説明会の実績

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

採用活動 H30 R1 R2

学校訪問（大学、専門学校） 3回 2回 1回

就職フェア（マイナビ・ジョブカフェ・福祉
人材センター・松江市専門学校協）

6回 8回 3回

法人説明会・施設見学会 9回 7回 2回

個別WEB説明会 - - 15回

②多様な媒体による効果的な情報発信の実績

就職情報サイト H30 R1 R2

マイナビ エントリー数 15名 30名 83名

マイナビ 受験者数 1名 2名 12名
事業団ホームページリクルートペー
ジ（月平均閲覧数）

19,614 32,723 43,551

事業団インスタグラム（月平均閲覧
数）

- 3,473 2,563

③インターンシップの実績

時期 H30 R1 R2

夏期（8～9月） - 0名 2名

春期（2月） 3名 2名

合計 3名 2名 2名

・公式キャラクター「フクるん」の作成

・ PR動画の作成

・WEBでの個別説明会やインターンシップ
の実施
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④人材の確保と定着

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

採用試験 受験者数 H30 R1 R2
一般職（R2年度から総合職） 8 7 15
実施回数 1 1 2
地域職 31 30 18

実施回数 1 3 3
地域職（中途採用） - - 5
実施回数 - - 2

④職員採用の状況

・事業団に対するポジティブなイメージが形成され、法人の価値が高まるような効果的な広報戦略が必要

・効果的な試験の実施時期や試験内容等についても引き続き検討

・シルバー人材や外国人材等多様な人材の活用についても検討

・学生の就職活動の早期化に合わせた試験時期の変更

・学生の希望職種に合わせた募集職種の見直し

・より人物重視の試験内容へ見直し

・コロナ禍でのWEBでの適性検査や面接の実施

・募集職種の見直しで総合職の受験者数は増

・地域職の受験者数が激減
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④人材の確保と定着
2. 人材の定着に向けた取組

【取組方針】

離職を防ぐため、「風通しがよく」「ワークライフバランスに応じた働き方ができ」「確固とした理念を持っている」など職
員がやりがいを持って長く安心して働くことができるような職場づくり

【実績・評価】

①風通しの良い職場環境づくり

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

H30 R1 R2

マネジメント実践研修（職場
風土）

33名（6回） 15名（4回）

・管理職研修で職場風土改善計画を作成

・人材育成室が定期的に施設を訪問し、進捗状況の確認とアドバイ
スを実施

・今年度の職場風土マネジメント調査の結果では、福祉の魅力やや
りがいを見失い、意欲の低下につながっているような状況が散見

・職場内の関係性の希薄化と上司のマネジメント不足が主要因

・一人ひとりが素直に良いことも悪いことも
安心して伝えあえるような、開かれた職場
づくりが必要

・職員が先の見通しが持てるよう、キャリ
アビジョンを見える化し、主体的なキャリア
形成意識の醸成を図ることも必要
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④人材の確保と定着

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

②ワークライフバランスに配慮した制度づくり

・男性の育児参加のための特別休暇制度の新設

・妊産婦の業務軽減等の基準の明確化

・仕事と育児の両立支援制度に関するリーフレットの作成

③理念の浸透

・巡回研修を通じ、各施設の実践理念の意義を浸透

H30 R1 R2

理念浸透研修 121名（10回） 94名（5回）
所期の目的を果
たしたため終了

ICTの活用による業務の生産性の向上など継続した取組が必要

「実践理念に沿った支援とは何か」を示した具体的行動目標を共有することで
チームケア力をアップ
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⑤人材の育成

1. 職員の専門性の向上

【取組方針】

①業務を通して個々の育成を計画的に行うための職場内OJT制度の構築、②指導的立場の職員に対するマネジメ
ント力の育成、③ユニットリーダー等のリーダーシップの育成

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

①職場内OJT制度の構築
・2年目以降の職員を対象とした「職場内OJT制度」を試行実施

・バイザーとバイジー間で目標の共通認識を形成

・コミュニケーションの機会が増加

・共通理解の形成でケアの向上や職員の安心感も増加

②マネジメント力の育成

・指導的立場の職員と人材育成室職員が人材育成方法や業務マネジメントについて意見交換を実施

令和3年度から全施設で実施、制度定着に向けた継続的取組が必要

今後は、職場内OJT制度を通じ、マネジメント力の育成を図るため終了
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⑤人材の育成

2. 人事考課制度の改正

【取組方針】

職場内OJT制度を活用した人事考課制度の再構築

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

③ユニットリーダー、チーフ等のリーダーシップの育成

H30 R1 R2

リーダーシップ研修（基礎編）
45名

35名

リーダーシップ研修（実践編） 42名

・メンバーへの関わり方(教える力、考えさせる力、叱る・ホメる)を中心に研修を実施

・メンバーのやる気を引き出す効果的な関わり方について理解

今後は、職場内OJT制度を通じ、リーダーシップ力の育成を図るため終了

・一般級職員の目標管理を職場内OJT制度の目標に置き換えて試行実施

・係長級以上の職員については、引き続き目標管理を継続

令和3年度から本実施するため終了
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⑥職場環境の改善
1. 職員の心身の健康管理の推進

【取組方針】

①メンタルヘルス対策、②腰痛予防対策、③ハラスメント防止対策の継続的取組

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

①メンタルヘルス対策

・管理職を対象としたラインケア研修

・セルフケア研修

・外部の相談対応者による電話相談窓口

・全職員を対象としたストレスチェック

ヘルス・マネジメントの継続で長期休業や離職を防止

②腰痛予防対策

・支援員、介護員を対象とした介護技術研修を実施

・支援員、介護員を対象にアンケートを実施

・腰痛予防体操の動画を作成、各施設での活用を促進

・労働災害の発生事例を共有

H30 R1 R2

腰痛災害 5件 3件 4件

介護技術や福祉用具の使い方などを動画で共有したり、マッスルスーツなどの介護ロボットの導
入を検討

・腰痛予防体操の実施率は向上

・労働災害の件数は多くないものの、ゼロには届かない状況
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⑥職場環境の改善

2. 労働時間管理の徹底

【取組方針】

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

③ハラスメント防止対策

・ハラスメント防止研修の実施

・ハラスメント防止月間（年2回）の設置

・ハラスメントに関する実態調査の実施

ハラスメント防止研修 H30 R1 R2

係長級職員及びチームのリーダー 42名 24名 コロナのため
動画配信

一般職員 - 40名

ハラスメント防止研修の動画配信など、より多くの職員が研修に参加
できるような工夫が必要

就業管理システムの導入

・自己申告による紙ベースでの就業時間管理からタイムカードによる電子管理に変更

・給与システムとの連携により給与事務も効率化

客観的な労働時間管理が可能になったため終了
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⑦業務の改善

1. ICTを活用した介護機器等の積極的な導入

【取組方針】

介護業務における身体的・精神的な負担軽減や業務の効率化等に向けたICTを活用した介護機器等の導入

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

①ICTを活用した介護機器の試行導入
・見守り支援機器として「眠りSCAN」と「離床CATCH」を特養を中心に試行導入

・職員の負担軽減や業務の効率化、利用者の事故防止に一定の効果あり

引き続きICTの活用による業務の負担軽減への取組を継続

②ICTを活用した記録支援業務の試行導入

・タブレット端末で記録等が可能になる補助入力システム「見るッチ」を検証中

引き続きICTの活用による業務の生産性向上への取組を継続
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⑦業務の改善

2. 法令遵守の業務体制の構築

【取組方針】

報酬請求事務や給与支給事務、預り金管理業務の標準化による内部牽制の機能強化

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

・報酬請求業務マニュアルの運用見直し

・給与支給事務マニュアルの見直し

・就業管理マニュアルの作成及び給与支給事務マニュアルの見直し

・各事業の運営規程及び重要事項説明書の準則の作成

・令和2年4月の民法改正に伴う施設利用契約書の準則の作成

基幹業務マニュアルの見直しで総務課業務が標準化、また、運営規程等の準則作成で今後
の制度改正の際、統一的な改正が行える仕組みができたため終了
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⑧計画的な施設・居住環境の整備
1. 設備機器更新の中長期計画の策定

【取組方針】

建物の維持管理に必要な修繕、設備機器の更新、費用等の調査と中長期的な大規模修繕計画の策定

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

・取得から11年以上経過した施設を対象とした建物調査の実施

・令和3年度から向こう15年間の大規模修繕の実施時期、その内容及び概算工事費用、その他修繕資金の見通しや建物
及び設備機器の点検方法等について取りまとめた施設大規模修繕計画を策定

大規模修繕計画の内容を中期経営計画で具現化、建物の長寿命化を実現
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⑧計画的な施設・居住環境の整備
2. 障がい者施設の事業のあり方検討（ハード）

【取組方針】

障がい者施設の事業のあり方検討に基づく施設整備

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

①事業内容の見直し等に伴う改修

・利用者の高齢化に伴う生活環境の改善として、必要に応じてトイレの洋式化を実施

施設ごとの事情に応じ、個別協議しながら必要な改修を実施

②グループホームの整備計画

・グループホーム緑風園で住居の移転統合及びスプリンクラー整備を実施

（第1あおば寮とわかば寮を廃止し、こもれびに統合）

・一部の住居で老朽化が進んでおり、バリアフリーやプライバシーの面で入居者の生活に支障

居住環境の改善に向けた計画的な整備を継続
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⑨収支の安定化

1. 利用率維持の取組

【取組方針】

利用率維持を目的とした半期ごとの経営分析と中長期的視点での予測分析の実施

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

①半期ごとの経営分析の実施
・各施設で半期ごとの経営分析として、前年同期との比較分析を実施

・総務担当職員部会で各施設における収支上の課題や課題解決に向けた取組を共有

高利用率の維持に向け継続して実施

②中長期的な経営分析の実施

・「社会福祉法人の経営指標」に基づく経営分析を実施

・収益性、安定性・持続性、合理性及び効率性の要素ごとに定められた指標に基づき、他法人との比較分析
を実施

法人の経営状態を客観的に把握するため継続して実施
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⑨収支の安定化

2. 加算の確実な取得

【取組方針】

平成30年度報酬改定に基づく加算の確実な取得と算定の適正化

【実績・評価】

3. 効率的・効果的な物品調達

【取組方針】

法人のスケールメリットを生かした効率的・効果的な物品調達

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

・全特養で夜勤職員配置加算（Ⅳ）を新たに算定

次期報酬改定による新たな加算の取得に向け継続

・パソコン、電動ベッド、紙オムツ等に加え、新たに備蓄用食料品の法人一括調達を実施

スケールメリットを活かした物品調達等でコスト削減を継続
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⑩経営組織のガバナンスの強化
1. 本部と施設との連携強化

【取組方針】

本部計画に掲げる実施施策の的確な推進に向けた本部役職員と施設幹部職員との連携強化

【実績・評価】

2. 施設長会議の機能強化

【取組方針】

部会形式の会議の導入による議論の活発化

【実績・評価】

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

・必要に応じて本部役職員が施設を訪問し、管理職を中心に意見交換を実施

本部と施設だけでなく、施設間や
職種間での連携強化も必要

主な議題

障がい部会

・障がい施設の事業・定員の見直し
・高齢化に対する設備改修等の進め方
・就労継続支援B型事業等の廃止
・グループホーム整備計画
・R3以降の事業定員の見直し

特養部会

・夜勤職員配置加算の算定
・居宅介護支援事業所のあり方
・ICTを活用した介護機器導入の検討
・特養の組織変更
・マスク等の備蓄

・部会形式の導入で議論が活発化

Withコロナや移動距離等を踏ま
えた効率的な連携方法を検討
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社会福祉法人島根県社会福祉事業団

Ⅱ 第5期中期経営計画の実施施策
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第5期計画の体系
「職員を元気に！利用者を笑顔に！みんなが幸せになれる事業団」という当面の目指す姿を実
現するために、法人の経営理念と法人を取り巻く現状と課題を踏まえ、次の3つの柱立てに10の
基本目標を定め、この計画を進めていく。

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

計画の柱 基本目標
職員が働きやすくやりがいを感じられ
る職場づくり

① 福祉・介護業界のイメージアップを図り、多様な働き方を推進する。

② OJT制度を中核に職員一人ひとりを育成し、チームケアを推進する。

③ 職場風土を改善し、職員の定着率とモチベーションを高める。

④ 業務の生産性を高め、ワークライフバランスを推進する。

利用者の生活を支えるサービスの質
の向上

⑤ 先進的で魅力あるサービスを提供し、サービスの質を高める。

⑥ 安全安心で快適な暮らしを保障し、利用者の満足度を高める。

⑦ 施設機能を積極的に開放し、地域とのつながりを強化する。

安定的で持続的な経営基盤の確立 ⑧ 収入の安定確保と経費増大の抑制で、安定性の高い財務体質を維持する。

⑨ 中長期的な視点をもって、持続性の高い経営を行う。

⑩ 組織内の連携を強化し、強固な組織体制と経営基盤を確立する。

- 61 -



計画の柱①職員が働きやすくやりがいを感じられる職場づくり

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

【基本目標】
① 福祉・介護業界のイメージアップを図り、多

様な働き方を推進する。
② OJT制度を中核に職員一人ひとりを育成し、

チームケアを推進する。
③ 職場風土を改善し、職員の定着率とモチベー

ションを高める。
④ 業務の生産性を高め、ワークライフバランス

を推進する。

内部環境

【強み】 【弱み】
・リクルートサイトやSNS等を活用した積極的な広報活
動を展開

・Web説明会やWeb面接等時代のニーズに対応
・OJT制度をはじめとした人材育成制度が充実
・人事給与制度や休暇休日等職員処遇が充実
・ICTや介護機器等の導入に積極的
・ヘルス・マネジメント企業や女性活躍応援企業等に認
定
・各施設が支援やケアの実践理念を作成

・正規職員の受験者が漸減
・⻄部地区での準職員や調理員の採用が特に困難
・有資格者の代替職員確保が困難
・他産業や夜勤・不規則勤務のない事業所への人材流出
・障がい者雇用が法定雇用率スレスレ
・勤続年数3〜7年での離職者が増
・職員のモチベーションの低下
・職場内でのコミュニケーション不足や関係性が希薄
・ユニット等の共通目標の共有が不足

外
部
環
境

【機
会
】

・コロナ禍での失業者の増や企業の採用
控え

・元気高齢者（シルバー人材）の増加
・EPA、特定技能等外国人材の流入
・公務員の定年延⻑
・介護ロボット等ICT技術の進展
・働き方改革の推進

【実施施策（攻撃的・積極的）】 【実施施策（弱点克服）】
① 採用活動の強化で優秀な人材を確保
② OJT制度の定着で個々の職員をレベルアップ
② 実践理念の具現化でチーム力を向上
④ ICTの活用で業務の生産性を向上
④ ヘルス・マネジメントの増進で⻑期休業や離職を防

止

① 業務の切り分けで多様な人材を活用
③ コミュニケーションの活性化で定着率を向上
③ キャリアビジョンの見える化でモチベーションを

向上

【脅
威
】

・少子高齢化に伴う労働人口の減少
・福祉・介護業界のネガティブイメージ
・専門学校や福祉系大学の定員割れ

【実施施策（差別化）】 【実施施策（撤退・縮小）】
① 広報活動の強化でポジティブイメージを形成
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計画の柱②利用者の生活を支えるサービスの質の向上

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

【基本目標】
⑤ 先進的で魅力あるサービスを提供し、サービ

スの質を高める。
⑥ 安全安心で快適な暮らしを保障し、利用者の

満足度を高める。
⑦ 施設機能を積極的に開放し、地域とのつなが

りを強化する。

内部環境

【強み】 【弱み】
・ほとんどの施設が個室・ユニット型で整備
・県内唯一のユニットリーダー研修実地研修施設を運営
・介護福祉士実務者研修や喀痰吸引等研修を自法人で実施
・ICTや介護機器等の導入に積極的
・災害や感染症を想定したBCPやマニュアルを整備
・スケールメリットを活かした備蓄や派遣応援の仕組みを
整備
・ほとんどの施設がパブリックスペースを保有
・⻑年培ってきた介護・支援のノウハウが蓄積

・一部施設が多床室のまま
・グループホームの一部が老朽化
・根絶しきれない不適切ケアや言葉遣い
・防げる事故や同様のヒヤリハットの繰り返し
・地域とのつながりが希薄

外
部
環
境

【機
会
】

・個室・ユニット型の推進
・団塊の世代が後期高齢者に
・看取りケア、認知症ケア、医療的ケア、
障がい者の重度・高齢化等専門性の高
いケアニーズの増

・エビデンスに基づく科学的介護の提供
・介護ロボット等ICT技術の発展
・地域における公益的な取組の義務化

【実施施策（攻撃的・積極的）】 【実施施策（弱点克服）】
⑤ ICTの活用とエビデンスに基づく介護・支援の実践
⑤ 統一的なサービス評価でサービスの質を向上
⑦ 地域の社会資源として施設機能を積極的に開放

⑥ リスク管理の強化で安全安心な暮らしを保障（事故
・虐待防止等）

⑥ 居住・活動環境の整備で快適な暮らしを保障（GH改
築等）

【脅
威
】

・新型コロナウイルスの流行
・地震、豪雨災害等自然災害の増
・不審者侵入や人権侵害等
・邑智圏域での利用ニーズの減
・喀痰吸引等研修実地研修受入先の減

【実施施策（差別化）】 【実施施策（撤退・縮小）】
⑥ リスク管理の強化で安全安心な暮らしを保障（感染・

災害対策等）
⑥ 居住・活動環境の整備で快適な暮らしを保障（GH一

部閉鎖）
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計画の柱③安定的で持続的な経営基盤の確立

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

【基本目標】
⑧ 収入の安定確保と経費増大の抑制で、安定性の高

い財務体質を維持する。
⑨ 中⻑期的な視点をもって、持続性の高い経営を行

う。
⑩ 組織内の連携を強化し、強固な組織体制と経営基

盤を確立する。

内部環境
【強み】 【弱み】

・特養の入所及び短期入所利用率が高水準で推移
・障がい施設の生活介護利用率が高水準で推移
・スケールメリットを活かした物品調達等でコスト削
減

・中期経営計画や大規模修繕計画の策定で見通しを
持った経営を実践

・経営組織のガバナンスが機能
・借入金が少なく、安定性・持続性の高い財務体質

・入所者の重度・高齢化による入院の増
・入所待機者の減による空床期間の増
・施設の経年劣化による修繕や設備更新の増
・障がいの短期入所や高齢者の通所サービスで利用率
が苦戦

・施設が6市1町に点在し非効率
・集中的な施設整備の影響で、収益性、合理性の低い
財務体質

外
部
環
境

【機
会
】

・Withコロナへの対応
・報酬改定への対応
・経営組織のガバナンスの強化
・事業運営の透明性の向上
・財務規律の強化
・デジタル社会の推進

【実施施策（攻撃的・積極的）】 【実施施策（弱点克服）】
⑧ 高利用率の維持と新規加算の確実な取得で収入を

安定的に確保
⑧ スケールメリットを活かした物品調達や定期的な

経営分析で経費の増大を抑制
⑨ 大規模修繕計画に基づく計画的なメンテナンスで

建物の⻑寿命化を実現

⑩ ICTの活用で組織内連携を効率化
⑩ 施設間や職種間連携で組織を活性化

【脅
威
】

・特養の重点化による入所待機者の減
・邑智圏域での利用ニーズの減
・ゼロ金利政策による超低金利時代
・ユニット型特養の増やサ高住等住宅型
サービスの乱立による競争の激化

【実施施策（差別化）】 【実施施策（撤退・縮小）】
⑨ 超低金利時代における有効な資金運用 ⑨ 利用ニーズに応じた定員の適正化と事業のあり方

検討
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第5期計画の実施施策一覧①

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

計画の柱 基本目標 実施施策 取組の方向性 前期計画からの
位置づけ

職員が働きや
すくやりがい
を感じられる
職場づくり

① 福祉・介護業界のイ
メージアップを図り、
多様な働き方を推進
する。

採用活動の強化で優秀な人
材を確保

①効果的な試験の実施時期や試験内容等について検討・実施
②Withコロナ・アフターコロナに対応した効果的な採用活動を実施
③西部地区での人材確保策の検討・実施

◎
◎
◎

広報活動の強化でポジティブ
イメージを形成

①事業団の企業価値向上に向けた広報戦略の立案・実施
②法人全体の情報発信力を強化

●
◎

業務の切り分けで多様な人
材を活用

①業務の切り分けでシルバー人材等を活用
②外国人材の活用について検討
③定年年齢の引上げについて検討

●
●
●

② OJT制度を中核に職
員一人ひとりを育成
し、チームケアを推
進する。

OJT制度の定着で個々の職
員をレベルアップ

①職場内OJT制度の定着
②効果的なOff-JTでの補完

◎
〇

実践理念の具現化でチーム
力を向上

①チームケアや多職種協働をテーマとした研修の実施
②障がい専門研修を通じたチーム実践力の向上
③実践理念に基づく具体的行動目標の共有でチームケア力を向上

●
〇
●

③ 職場風土を改善し、
職員の定着率とモチ
ベーションを高める。

職場内の関係づくりの強化で
定着率を向上

①職場風土マネジメント調査による現状分析と改善計画の取組
②職場風土改善やマネジメント力の強化、コミュニケーションの活性化
をテーマとした研修の実施
③職場内OJTの面接を活用したコミュニケーションの活性化

◎
◎

◎
キャリアビジョンの見える化で
モチベーションを向上

①管理職に対するキャリアビジョン研修の実施
②定期的な管理職との面接によるキャリアビジョンの浸透
③採用時研修でのキャリアパスの説明

●
●
◎

④ 業務の生産性を高
め、ワークライフバラ
ンスを推進する。

ICTの活用で業務の生産性を
向上

①ICTを活用した介護機器、業務系システム、Web会議システム等の導
入
②介護技術や福祉用具の使い方などのマニュアルの動画化

◎

●

ヘルス・マネジメントの増進で
長期休業や離職を防止

①メンタルヘルス・腰痛予防・ハラスメント対策等の継続実施
②業務の切り分けで時間外勤務を縮減
③休暇・休業の取得促進

〇
●
◎

◎・・・充実・強化、〇・・・継続、●・・・新規
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第5期計画の実施施策一覧②

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

計画の柱 基本目標 実施施策 取組の方向性 前期計画からの
位置づけ

利用者の生
活 を 支 え る
サービスの質
の向上

⑤ 先進的で魅力あ
るサービスを提供
し、サービスの質
を高める。

ICTの活用とエビデンスに基づく介護・支
援の実践

①ICTを活用した介護機器の使用効果の検証
②機能訓練、口腔衛生、栄養マネジメント等のデータ
を活用した科学的介護の実践

◎
●

統一的なサービス評価でサービスの質
を向上

①サービスの自己評価様式の統一化
②施設間でのサービス評価の実施に向けた仕組みづ
くり

●
●

⑥ 安全安心で快適
な暮らしを保障し、
利用者の満足度
を高める。

リスク管理の強化で安全安心な暮らしを
保障

①BCPに基づくシミュレーション訓練の実施やBCPの
継続的な見直し（BCM）
②防げる事故の再発防止の強化
③権利擁護や虐待防止研修の実施

◎

◎
〇

居住・活動環境の整備で快適な暮らしを
保障

①グループホーム光風園の計画的な整備
②グループホーム緑風園の一部閉鎖
③光風園の個室化

●
●
●

⑦ 施設機能を積極
的に開放し、地域
とのつながりを強
化する。

地域の社会資源として施設機能を積極
的に開放

①施設機能の活用策の検討・実施
②施設間での取組の共有化
③機関紙やホームページ等を活用した地域住民等に
向けた情報発信

◎
●
◎

◎・・・充実・強化、〇・・・継続、●・・・新規
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第5期計画の実施施策一覧③

社会福祉法人島根県社会福祉事業団

計画の柱 基本目標 実施施策 取組の方向性 前期計画からの
位置づけ

安定的で持続
的な経営基盤
の確立

⑧ 収入の安定確保
と経費増大の抑
制で、安定性の高
い財務体質を維
持する。

高利用率の維持と新規加算の確実な
取得で収入を安定的に確保

①半期ごとの経営分析に基づく利用率の維持・改善
②次期報酬改定に基づく加算の確実な取得

〇
〇

スケールメリットを活かした物品調達や
定期的な経営分析で経費の増大を抑
制

①スケールメリットを活かした物品調達等によるコスト
削減
②客観的な経営指標に基づく決算分析で経営状態を
把握

〇

〇

⑨ 中長期的な視点
をもって、持続性
の高い経営を行う。

大規模修繕計画に基づく計画的なメン
テナンスで建物の長寿命化を実現

①大規模修繕計画に基づく計画的な整備の実施
②眺峰園及び雪舟園の大規模修繕計画の策定

●
〇

超低金利時代における有効な資金運用 ①定期預金以外での効果的な資金運用
②積立資産取崩見込みの把握による効率的な資金
運用

●
◎

利用ニーズに応じた定員の適正化と事
業のあり方検討

①緑風園の事業定員の適正化
②デイサービスセンター小山の方向性の決定

●
〇

⑩ 組織内の連携を
強化し、強固な組
織体制と経営基
盤を確立する。

ICTの活用で組織内連携を効率化 ①Web会議システムの構築
②ペーパーレス化による事務の効率化

●
●

施設間・職種間連携で組織を活性化 ①施設間や職種間での意見交換の推進と定着 ◎

◎・・・充実・強化、〇・・・継続、●・・・新規
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